
事業の推進

１．事業概要

平成２４年度補正予算において、大家畜・養

豚特別支援資金等融通事業として、大家畜・

養豚特別支援資金（資金貸付期間：平成２５～

２９年度）および畜産経営改善緊急支援資金

（資金貸付期間：平成２５～２６年度）が、畜産

経営が抱える営農負債を長期低利の資金に借

り換えることにより経営再建を図る対策とし

て措置されました。

本事業は、経営改善計画の作成とその継続

的な見直しを要件に、次に掲げる資金を地域

の関係機関が一体となった相談・経営指導の

下に融通するものです。

⑴ 大家畜・養豚特別支援資金

毎年度の約定償還金（元本及び利息）のう

ち償還困難な額の借り換えを行い、厳格な資

金管理方式により、経営指導による改善の進

捗を踏まえつつ継続的に支援するもの。

① 毎年の約定償還額のうち償還困難な額

の借り換えを行うために必要な「経営改

善資金」

② 後継者が経営を継承すると認められる

経営が当該経営の安定に必要な限度で既

借入金を一括して借り換えるのに必要な

「経営継承資金」

⑵ 畜産経営改善緊急支援資金
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配合飼料価格高騰等により急速に悪化して

いる経営に対し、償還困難な負債の一括借換

を行うとともに、貸付当初２年間無利子、保

証への支援強化により、速やかな経営再建を

支援するもの。

２．措置された資金の特長とねらい等

⑴ 大家畜・養豚特別支援資金は、基本的に

は現行対策資金（平成２０～２４年度措置）と

同様、毎年の約定償還金の借換を基本に、

改善計画の作成→資金融通→改善のための

取組実践→実績点検→修正計画の作成→資

金融通→取組の実践という、本資金制度で

いうところの「ローリング方式」による経

営改善資金と、後継者への円滑な経営継承

を目的とした経営継承資金を内容としてい

ます。

この経営改善資金の融通の方法は、経営

技術的な理由などに起因して自律的にマ

ネージメント・サイクル（すなわち、plan

－do－see）の実践が難しい畜産経営に対

して、これを長期低利の借換資金の活用と

併せ周囲からの支援・指導により実行させ

ていこうとするものです。

⑵ これに対して、畜産経営改善緊急支援資

金は引き続く配合飼料価格高騰等に対する

緊急経営対策として措置されたものであ

り、その資金内容の特徴は次の通りです。

① 借換えは一括借換え方式による。

② 貸付当初２年間は無利子とした。

③ 負債比率が２００％未満の経営にかかる

本資金の経営改善計画（以下「緊急経営

改善計画」という）については農畜産業

振興機構理事長への協議を不要（⑴の資

金は全て必要）としている。

④ 償還期限は、大家畜経営２５年（うち据

置期間５年）以内、養豚経営１５年（うち

据置期間５年）以内としている。

⑤ 資金の貸付は、２５～２６年度とし、貸付

日を原則として５月３１日、８月３１日、１１

月３０日および２月２８日としている。

⑥ 本資金にかかる保証債務の弁済に伴う

損失の補てんにつき、支援を強化してい

る。

この畜産経営改善緊急支援資金の利用対象

者については、引き続く配合飼料価格高騰等

により急速に経営が悪化した畜産経営につい

て、その資金繰りと金利負担の軽減を図るこ

とで経営の安定を期するものですが、畜産特

別資金制度が単なる長期低利の借換資金の供

給にとどまるものではなく、マネージメン

ト・サイクルの実践が極めて重要でありその

ための経営改善指導も不可欠であることか

ら、借入者は５年間にわたり毎年度、当該計

画を見直すこととされています。

３．推進方針

本事業の推進に当たっては、事業の趣旨・

目的について関係機関を通じ農家まで浸透さ

せ、資金を真に必要とする経営に対策が効果

的に講じられるよう、更に一層の指導の徹底

を図る必要があります。都道府県および関係

団体は、資金を必要とする者の経営の体質強

化を的確かつ早期に達成するため、次に掲げ

る事項等を考慮し、資金借入者ごとに最も適

切な経営・技術等の指導を行うものとしま
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す。

⑴ 経営不振農家は、総じて技術面やコスト

意識について問題を抱えており、これらの

改善なしに経営の体質強化は図れないの

で、問題要因の分析と具体的手順の提示に

よる効果的な経営改善の推進を図ること。

⑵ 本事業の成果は、農協の取組み方いかん

が大きく影響し、さらに、このことが農協

自体の経営にも直接関わるので、農協の指

導体制を整備するとともに、農協中央会を

中心とする農協系統の畜産経営改善対策と

の連携を図ること。

⑶ 資金貸し付け後も資金借入者の経営が安

定するまで、県団体（都道府県協議会）と

一体となって、経営改善指導を実施するこ

と。

⑷ 県団体は、当該県内の大家畜および養豚

経営体における本事業の必要性等について

早期把握に努めること。

事業推進に当たっての留意事項

１．農業環境規範の実践および点検

⑴ 「環境と調和のとれた農業規範について」

（平成１７年３月３１日付け農林水産省生産局

長通知）に基づき、年に１回、環境と調和

のとれた農業生産活動規範点検シート（家

畜の飼養・生産）により点検を行うことが

借入希望者の要件となっています。

⑵ 農業環境規範においては、環境との調和

のための基本的な取り組みを実行するとと

もに、実行状況について農業者自らが点検

を行い、実行が十分でないことが明らかと

なった場合はその改善に努めることとされ

ています。畜産特別資金の借入者において

も、年に１回点検シートにより点検を行う

よう周知してください。

２．配合飼料価格安定制度加入に関する申告

書の提出

⑴ 「配合飼料価格安定制度のクロスコンプ

ライアンスに係る対象者の考え方につい

て」（平成２０年７月１日付け農林水産省生

産局畜産部畜産振興課長通知）を受けて、

大家畜・養豚特別支援資金融通事業におい

ては、一定の要件を満たした配合飼料価格

安定制度加入に関する申告書の提出を借入

希望者の要件としています。

⑵ 一定の要件については、要綱別添１の第

２の１の２）の⑶のアのカに規定しているの

で、事業の適正な実施につき、借入希望者

等へ周知すること。

３．貸付対象者の要件等

⑴ 大家畜・養豚特別支援資金の経営改善資

金における残高借換

経営改善資金の残高借換については、本資

金の貸付期間の最終年度（平成２９年度）に限

り、それまでの経営改善指導との継続性等も

考慮しつつ必要な限度において借換対象資金

の残高借換を行うことができることとされて

います。

⑵ 畜産経営改善緊急支援資金における残高

借換

配合飼料価格高騰等により急速に悪化して

いる経営に対し、２５年度および２６年度につい

て、緊急対策として必要な限度において借換
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対象資金の残高の借換えを行うとともに、貸

付当初２年間の無利子措置を講じて速やかな

経営再建を支援するもの。

４．大家畜・養豚経営改善計画等

⑴ 経営改善計画等の見直し

資金借入者は、資金の貸付けから５年間

（都道府県知事等が必要と認めた場合にあっ

ては１０年以内）にわたり、毎年度大家畜・養

豚経営改善計画及び緊急経営改善計画（以下

「経営改善計画等」という）を見直す必要が

あるので、県団体等は資金借入者に事前に周

知すること。

従って、前年度に資金の貸付けを受けてい

る者は、本年度の貸付けがなくても経営改善

計画等を見直すこととなるので、県団体等は

当該見直し計画に基づき、資金借入者への指

導を行うこと。

なお、県団体等は、経営改善計画等の達成

が困難となったと認められる場合、都道府県

知事等が各経営改善計画の承認の取り消しを

行うこととされていることから、見直し期間

終了後も、約定償還が滞っている等の状況が

見受けられ、経営改善計画等の達成が危ぶま

れる場合は、都道府県知事等と協議の上、引

き続き計画の見直しと資金借入者への指導を

行うものとします。なお、一定の努力期間を

おいても計画の達成が困難な場合、都道府県

知事等は、経営改善計画等の承認を取り消す

ものとします。

⑵ 見直し計画作成に当たっての留意点

見直し計画作成に当たっては、必ず前年の

経営改善計画等と比較し、問題点等を認識し

今後の改善に向け真摯に取り組むこと。また、

指導機関は、経営改善計画等の達成に向けて

どのような助言、指導を行ったかを関係機関

と協議の上、必ず記入すること。

⑶ 市町村との協力

都道府県知事等は経営改善計画等の見直し

の承認に当たり、審査委員会が必要と認めた

場合、資金借入者の要件確認等について、市

町村とも協力して本事業を推進すること。

５．融資機関支援計画等

融資機関支援計画および融資機関緊急支援

計画（以下「融資機関支援計画等」という）

は、融資機関が資金借入者の経営の体質強化

を早期に実現するため、関係者と協議の上作

成するものですが、経営改善計画等と同様、

同計画の見直し期間中、毎年度見直すもので

す。

なお、融資機関は、経営改善計画等におけ

る妥当性および償還可能性、借入者の経営改

善のための指導等にかかる効果に関する意見

を付して、融資機関支援計画等と併せて都道

府県知事等に提出するものとします。

６．審査基準の作成および活用

⑴ 畜産特別資金は、その事故率の高さに鑑

み、都道府県の実情にあった審査基準の作

成を義務付けているところであり、その指

針として中央畜産会が、「畜産特別資金計

画書審査基準作成マニュアル」を作成し、

配布しているところです。

⑵ 都道府県知事は、審査基準に基づいて資

金借入者の審査を行うとともに、機構理事

長への協議の際には、各経営改善計画およ
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び各支援計画に当該審査基準を添付して提

出すること。

なお、当該審査基準は、畜産経営を取り

巻く状況の変化等を踏まえ、必要に応じて

見直すものとします。

７．経営改善指導の強化

⑴ 問題となる負債の態様はさまざまです

が、それぞれの経営における問題点の発生

要因を分析し、関係機関（都道府県協議会、

融資機関等）が連携をとりながら共通の認

識の下に指導に取り組み、着実に資金借入

者の経営改善を図ることが必要です。

特に、農協等の指導機関が、日常的に資

金借入者に対して指導する体制の整備が重

要です。都道府県および関係団体は、経営

改善指導における課題と、それぞれの関係

者の果たすべき役割を整理した「畜産特別

資金借入者の指導のあり方と方策」を参考

にして、実効性のある指導体制を構築し、

指導を推進すること。

経営改善の伴わない単なる長期低利資金

の融通による借換えは、問題の先送りでし

かないことを借入者のみならず、関係機関

も再認識する必要があります。

⑵ 資金借入者の経営実態を把握し、経営改

善指導の参考資料とするため、中央畜産会

は、各経営改善計画の内容について電算処

理を行い、分析・整理したデータを都道府

県に提供することとしています。そのため、

都道府県および関係団体は、期日までに電

算入力表を中央畜産会に提出するととも

に、これらデータを有効に活用して経営改

善指導を行うものとします。

⑶ 資金借入者の経営状況について、重点指

導が必要な場合は、重要項目を月次モニタ

リングの手法により、定期的に把握し、迅

速かつ的確な改善指導方策を講じるものと

します。

また、都道府県段階における経営改善指

導事業にかかる実施態勢の強化を図るた

め、全国から畜産特別支援資金に係る指導

ノウハウおよび経営改善指導スキルの高い

経験者・有識者を確保し、都道府県からの

要請に応じて指導者を派遣するなど統一的

な観点から経営改善指導事業の底上げを図

ります。

８．実績点検

資金借入者のうち濃密指導対象者について

は、その経営状況についての重要項目を月次

モニタリングの手法により定期的に把握する

こととしていますが、それ以外の借入者につ

いてもその経営改善計画の達成度を把握し、

問題点の早期把握と改善対応に役立てるた

め、年に２回の実績点検を実施します。その

ため、指導機関は日常的に生産技術データや、

借入者の収入・支出状況を把握すること。

なお、農協等の指導者はこれらのデータや、

実績点検結果を活用し、経営改善計画等の達

成に遅れが見られるときは、問題点を明らか

にし、具体的な対策を検討することが重要で

す。さらに、都道府県協議会も、点検表によっ

て指導効果の確認等を行い、融資機関等への

助言を行うことが必要です。
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９．貸付利率および利子補給率等

貸付利率、利子補給率等については、農業

近代化資金の基準金利、農林漁業金融公庫の

経営体育成強化資金の貸付利率等を基準とし

て設定することとしています。

しかしながら、経営改善計画等の作成等に

当たっては、貸付時の金利が未定であるため、

直近の金利を参考として経営改善計画等の作

成指導を行うこと。

なお、今後の金利動向によって貸付利率等

を見直すことがあるので、借入者の指導に際

しては、この点に留意すること。

都道府県は、上乗せ利子補給等の自助努力

分について、融資機関等地元関係機関と連携

し、都道府県内の負担調整を行ってください。

債務保証に対する支援

大家畜・養豚特別支援資金並びに畜産経営

改善緊急支援資金の円滑な融通が行われるよ

う、農業信用保証保険法（昭和３６年法律第２０４

号）に基づき設立された農業信用基金協会

（以下「基金協会」という）に対する、当該

資金にかかる保証債務の弁済に伴う損失の一

部を補てんするための「保証円滑化交付金」

の交付を行います。

１．基金協会は、融資機関に対して当該資金

にかかる保証債務を弁済しようとする場合

には、事業実施要領別紙様式に定める保証

円滑化事業に係る代位弁済承認申請書を作

成し、あらかじめ都道府県知事と協議の上、

中央畜産会会長の承認を受けるものとしま

す。

２．中央畜産会は、基金協会が融資機関に対

し当該資金にかかる保証債務の弁済をした

場合には、当該弁済額（当該保証債務に係

る独立行政法人農林漁業信用基金からの保

険金受領額又はその予定額を除く）に事業

実施要綱に定める補助率を乗じて得た額を

限度として、保証円滑化交付金を交付する

ものとします。

基準金利 自助努力 利子補給率 貸付利率
一 般 ２．１５％ ０．２４％以上 １．０１％以内 ０．９０％以内
特 認 ２．１５％ ０．２４％以上 １．０１％以内 ０．９０％以内
経営継承 ２．１５％ ０．２４％以上 １．０１％以内 ０．９０％以内

基準金利 自助努力 利子補給率 貸付利率

緊急支援資金 ２．１５％ ０．２４％以上 １．０１％以内 ０．９０％以内
（当初２年間は無利子）

（大家畜・養豚特別支援資金）
（平成２５年４月１８日現在）

（畜産経営改善緊急支援資金）
（平成２５年４月１８日現在）
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前回までの連載ではエコフィードの使用に

関する総論を解説してきましたが、今回から

具体例を交えて実際の使用方法、注意点など

をまとめていきたいと思います。今回は豚へ

の給与の実例を挙げていきます。

残飯養豚の問題点

都市近郊を中心として戦前から残飯を使用

した養豚が行われていましたが、現在では残

飯を使用した養豚は少なくなってきていま

す。残飯は現在も安価に入手することができ

る原料であり、エコフィードの元祖と言って

もよいものです。

しかし、安価にもかかわらずなぜ使用する

農場が減ってきているのか、ここにエコ

フィードの使用のポイントが秘められている

と思われます。

残飯養豚が減ってきた主な理由を挙げます

と――

・円高と穀物価格の安定により配合飼料が安

価に供給されるようになり残飯を使用する

メリットが減った。

・技術革新により配合飼料を使用した場合の

飼料要求率などの成績が向上し、残飯を使

用した場合との差が発生した。

・残飯を使用した場合の肉質低下（軟脂、黄

脂）が問題となった。

・養豚の大規模化により、残飯を使用して給

与することが難しくなった。

などがあると考えられます。

残飯を使用するメリットよりデメリットが

大きくなったことにより使用が減ってきたわ

けです。とりわけ肉質の低下は大きな問題で

あったと考えられます。

この理由の１つとして、日本人の食生活の

変化も大きいと思われます。先の連載でも触

れましたが、豚の場合、給与した脂肪酸の組

成がそのまま肉の脂肪酸組成に影響します。

日本人が脂肪を多量に摂取するようになった

ため、残飯が豚の飼料に適さなくなってきた

のではないでしょうか。

実際、刑務所、病院、学校など栄養士によ

る栄養設計が行われている現場からの残飯は

そのまま豚に給与しても問題が発生すること

が少ないです。

余談ですが、このことは現代の日本人の食

生活が脂質を過剰摂取しているという証左だ

と思います。逆にいうと、残飯養豚が減って

きた理由が解消されればエコフィードの利用

ができるようになるわけです。

中小規模畜産経営のためのエコフィード給与の現状と課題
第５回 エコフィードの使用のポイント（豚編①）

㈲環境テクシス 高 橋 慶
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養豚におけるエコフィード使用
のポイント

１）脂肪酸組成の影響

繰り返しになりますが、豚肉の脂肪酸組成

は飼料の脂肪酸組成に大きな影響を受けま

す。原料の粗脂肪含量と脂肪酸組成を確認す

ることは豚のエコフィード使用に際し一番重

要なポイントです。

脂肪酸には飽和脂肪酸、不飽和脂肪酸があ

り、不飽和脂肪酸は更に一価不飽和脂肪酸と

多価不飽和脂肪酸にわかれます。脂肪の融点

は飽和脂肪酸＞一価不飽和脂肪酸＞多価不飽

和脂肪酸の順に低くなります。

動物は多価不飽和脂肪酸を合成できないた

め、摂取した多価不飽和脂肪酸が体脂肪の脂

肪酸を構成します（このため、多価不飽和脂

肪酸は必須栄養素とされます）。

一方、飽和脂肪酸および一価不飽和脂肪酸

は炭水化物を元に体内で合成をすることがで

きます。このため、デンプン質を多給すると

飽和脂肪酸、一価不飽和脂肪酸の割合が高く

なります。

また、不飽和脂肪酸の割合が高いもの、特

に、リノール酸の含量が多いものを給与する

と体脂肪の脂肪酸組成に顕著な影響を与えま

す。大豆油、キャノーラ油などの植物油はリ

ノール酸が多く含まれているため軟脂の原因

になりやすいです。油脂含量が多くても飽和

脂肪酸が多いパーム油やバターが由来なら

ば、厚脂にはなりやすくなりますが、軟脂に

なる可能性は低いです。

粗脂肪含量が高いものの脂肪酸組成を表２

に示します。

一般的に油が多いと思われているもの以外

でも脂肪含量が多いものがあることに注意が

必要です。オカラなどは一見脂肪含量が低く

感じられますが、実は粗脂肪含量が高くリ

ノール酸含量も高いため使用に際しては注意

が必要です。フライ麺は粗脂肪含量が高いで

すが、パーム油を使用する場合が多く不飽和

脂肪酸の割合はそれほど高くありません。

また、不飽和脂肪酸には酸化しやすいとい

う欠点もあります。酸化した油は黄脂や異臭

の原因となりやすいため取り扱いには気をつ

ける必要があります。例えば、スーパーなど

の食品残さは揚げ物が多く、揚げ油は大豆油

が中心であり酸化している場合も多く、問題

となりやすいです。

（図１）脂肪酸合成の経路

脂肪酸種類 融点

飽和脂肪酸
パルミチン酸 １６：０ ６３．１℃

ステアリン酸 １８：０ ６９．６℃

一価不飽和脂肪酸 オレイン酸 １８：１ １３．４℃

多価不飽和脂肪酸 リノール酸 １８：２ －０．５℃

（表１）脂肪酸の融点

炭水化物

�
グルコース（ブドウ糖）

�
パルミチン酸

�
ステアリン酸

�
オレイン酸

�
�
��
��
�

デンプン質多給で
増える脂肪酸
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必要なアミノ酸のうち、ひとつでも
足りないアミノ酸があると、
他のアミノ酸が有効に使えず
排せつされてしまう

不足しがちなリジンを飼料に加えると、
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バランスの悪い桶 リジンを加えた桶

実際の給与に関しては、大豆由来製品など

多価不飽和脂肪酸の含量が高いものを避ける

こと、定期的に給与している飼料の脂肪酸組

成を分析することが重要です。脂肪酸組成は

食品分析を行っている分析機関において１件

当たり１万５０００円程度で分析可能です。

２）アミノ酸組成の重要性

アミノ酸のバランスは増体に対し非常に重

要で、現在の配合飼料はアミノ酸バランスを

考慮して配合設計されています。

アミノ酸はそれぞれ必要量が決まってお

り、どれか１つでも不足するとそれが制限と

なり、ほかのアミノ酸を有効に使うことがで

きなくなります。これを分かりやすく説明し

たのが桶の理論です（図２）。桶は一番低い

場所から水があふれてしまいますが、一番低

い場所を高くすることにより水が入る量が増

えます。

さらに、利用されなかったアミノ酸は代謝

され排出されますが、代謝排出の際にエネル

ギーを消費し、また尿やふんとして放出され

る窒素量が増えることからアンモニア発生が

増え臭気の原因となり、排水処理の負荷の原

因ともなります。

エコフィード原料として多い小麦や米はリ

飽和脂肪酸 一価不飽和脂肪酸 多価不飽和脂肪酸

粗脂肪含量（乾物あたり） パルミチン酸 ステアリン酸 オレイン酸 リノール酸

オカラ ３．６％（１９％） １１．４％ ４．０％ ２１．７％ ５２．８％

豆乳 ２．０％（２１．７％） １０．４％ ３．９％ ２２．６％ ５５．２％

ポテトチップス ３５．２％（３５．９％） ３８．５％ ６．４％ ４４．３％ ８．０％

牛乳 ３．８％（３０．１％） ３３．０％ １２．０％ ２３．０％ ２．７％

フライ麺 １９．７％（２０．７％） ３９．４％ ３９．３％ ４５．２％ １１．６％

（表２）脂肪酸組成の例

（出典：五訂食品成分表）

（図２）「桶の理論」に基づく、アミノ酸による飼料効率の改善（出典：味の素㈱ホームページより）
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ジン含量が低くアミノ酸バランスがくずれや

すいため、小麦主体の飼料を使う場合は特に

注意が必要です。エコフィードを使用した場

合、リジンとメチオニンが制限アミノ酸とな

る場合が多いようです。

脂肪酸の問題とは裏腹に、アミノ酸組成の

観点からは大豆製品は非常に優れています。

飼料原料として粗脂肪が低い大豆粕を使用す

ることは理にかなっているわけです。

アミノ酸組成は文献だけでは把握できない

こともあるため、実際に給与している飼料の

分析を行う事が重要です。アミノ酸組成の分

析は５万円程度かかりますが、アミノ酸組成

が不適切な場合、要求率に大きな差が出ます。

また、アミノ酸バランスを補正するために添

加する大豆粕やリジンなどの価格を考えれ

ば、分析代は安いといえます。

近年、リジンを欠乏させることによりサシ

が入りやすいという研究が発表されています

が、アミノ酸バランスを整えることが基本で

あり、意図的に偏らせる場合は個々のアミノ

酸レベルをきちんと設計をして行うべきだと

思われます。

３）エコフィード使用のメリット

養豚の場合、上記の脂肪酸組成とアミノ酸

組成に配慮し、粗たん白質含量のレベルを維

持すればエコフィードを使用しても成績と肉

の評価を維持することができます。原料の選

択が適切ならば、配合飼料より飼料要求率が

高くなったり、肉質の評価が向上することも

期待できます。

エコフィード使用で飼料要求率がよくなる

理由として――

・人間が食べる物であり、柔らかく、細かく

なっていること

・加熱されている場合もあり可消化率が高い

こと

などがあると考えられます。

肉質も――

・デンプン質多給によりオレイン酸含量が高

まり、融点が適度に下がること

・トウモロコシ由来の脂肪と比較し、脂肪の

色が白くなること

などにより評価が高まるのではないかと思わ

れます。

ただし、上記のメリットは適切な原料選択

を行った場合であり、不適切な原料選択では

全く逆の結果となることも多くあります。

また、配合飼料を使用している限り肉質は

差が出にくいですが、エコフィードは多種多

様であるため、これを利用して生産された豚

肉は良くも悪くも特徴的なものとなります。

銘柄豚として販売する際、他の銘柄と比べ特

徴があることは販売戦略が組み立てやすくな

るということもメリットの１つです。

実際の給与例

実際にエコフィードを給与している例を脂

肪酸組成を中心に見てみたいと思います。

表３は愛知県内の養豚農家で背脂肪の脂肪

酸一斉分析を行った分析結果です。この結果

から飼料の脂肪酸組成が背脂肪脂肪酸組成に

大きな影響を与えていることが分かります。
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Ａ農場は配合飼料を使用しており、オレイ

ン酸含量が低くなっています。配合飼料の種

類によっても脂肪酸組成は変化します。

Ｂ農場では食品製造副産物を使用してお

り、配合飼料の割合は約３割です。エコフィー

ドとしてオカラ、豆乳などを使用しており、

リノール酸の含量が高くなっており、オレイ

ン酸も多いため脂肪融点が低くくなっていま

す。増体は良好で出荷日齢は１５０日程度と非

常に短いですが、やや軟脂傾向となっていま

す。

Ｃ農場はエコフィードとしてパン生地を利

用しています。脂肪酸組成は良好で肉質の評

価も高いですが、出荷日齢が２００日程度と長

くなっています。飼料のアミノ酸バランスが

崩れていることが出荷日齢が長くなっている

原因と推察されます。

Ｄ農場ではパン、うどんを中心とした給与

体系となっており、配合飼料は不使用です。

脂肪酸組成はバランスが取れており、銘柄豚

として高い評価を受けています。配合飼料は

使用していませんが、アミノ酸バランスの調

整のため、大豆粕、リジンを添加しています。

このことにより、出荷日齢は１８０日程度と安

定しています。

このように飼料が変わることにより、脂肪

酸も大きな変化があります。重要なのは、農

場としてまず経営方針を決め、それに伴いど

のような肉質を目指していくのか、どれくら

いの増体を期待するのか、どれくらいの人手

をかけるのかを決めていくことです。例えば、

全量買い戻して自分で販売しているなら格付

けは気にしなくてもよいわけです。脂肪融点

が低いとスライスはしにくくなりますが、食

べたときの口当たりはよくなります。どう

いった販売をするのかによってもエコフィー

ドの選択が変わってきます。

また、出荷日齢、すなわち増体は指標とし

て重要です。出荷日齢が長い場合は飼料要求

率が悪化しているということであり、いくら

エコフィードを利用してコスト削減がされて

も要求率が悪化して飼料使用量が増加しては

本末転倒です。LWDで出荷日齢が１８０日を大き

く超える場合は飼料内容の再確認が必要です。

次回は豚のリキッドフィーディングについ

て詳しく解説したいと思います。
（筆者：㈲環境テクシス代表取締役）

（写真）Ｄ農場での飼料混合の状況

パルミチン酸 ステアリン酸 オレイン酸 リノール酸

Ａ農場 ２５．７ ２０．２ ３４．７ １３．８

Ｂ農場 ２３．７ １５．７ ４０．３ １３．１

Ｃ農場 ２３．４ １３．４ ４５．１ １１．２

Ｄ農場 ２４．４ １４．８ ４２．１ １１．６

（表３）愛知県養豚農家の背脂肪の脂肪酸組成分析結果
（％）
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硝酸性窒素等の暫定排水基準

① 背景

平成１３年に、排水基準に硝酸性窒素等（ア

ンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合

物及び硝酸化合物）が追加されましたが、そ

の際、畜産農業を含む２７業種については直ち

にこれに対応することが困難であるとして、

暫定排水基準が設定されました。

その後、暫定排水基準は３年ごとに見直さ

れ、現状（平成２５年６月まで）は、畜産農業

を含む８業種で設定されています（なお、畜

産農業は対象外ですが、別途ほう素、ふっ素

についても暫定排水基準が設定されていま

す）。

② 見直し案

畜産農業については９００mg／ℓから７００mg／ℓ

へ引き下げられます（なお、今回の見直し案

では、暫定排水基準が適用される畜産農業を

含む８業種いずれもその基準値が引き下げら

れたところです）。

内湾に河川等を通じて排水が流入する
地域の窒素・りんの暫定排水基準

① 背景

平成５年に、排水基準に内湾に河川等を通

じて排水が流入する地域の窒素・りんの排水

基準が追加されたが、これを達成することが

著しく困難と認められる窒素５９業種、りん３８

業種に対して暫定排水基準が設定されまし

た。

その後、暫定排水基準は５年ごとに見直さ

れ、現状（平成２５年９月まで）は、畜産農業

を含む窒素５業種、りん２業種で設定されて

います。なお、平成２０年１０月より牛・馬房施

水濁法に基づく排水基準（「硝酸性窒素等」および「内湾に河川等
を通じて排水が流入する地域の窒素・りん」）の見直しについて

農林水産省生産局畜産部畜産企画課

平成２５年４月１０日に開催された中央環境審議会水環境部会で、水質汚濁防止法に基づく以下
の排水基準について見直し案が環境省より報告され、了承されました。

暫定排水基準値
一般排水基準値

H１３．７～１６．６ H１６．７～１９．６ H１９．７～２２．６ H２２．７～２５．６ 今回案H２５．７～

１，５００ ９００ ９００ ９００ ７００ １００

（表１）畜産農業にかかる硝酸性窒素等の暫定排水基準値（mg／ℓ）の推移

行行政政のの窓窓



2013.5.15 No.282 畜産会経営情報 Japan Livestock lndustry Association

13

設は一般排水基準へ移行し、現状では養豚事

業所のみが対象となっています。

② 見直し案

畜産農業（対象は約１００の養豚事業所）に

ついては、窒素を１９０mg／ℓから１７０mg／ℓ、り

んを３０mg／ℓから２５mg／ℓにそれぞれ引き下げ。

水質改善等に向けた
取り組みについて

各事業者においては、平成２３年度に義務付

けられた年１回以上の自主測定を確実に実施

し、まずは、自らの事業場の排水実態の把握

に努めることが重要です。また、地方自治体

の畜産部局は、環境部局と連携して暫定排水

基準を遵守するよう指導等をお願いします。

なお、すでに多くの畜産農家が一般排水基

準もクリアしていること、あくまで暫定であ

り本来は一般排水基準を満たすことが求めら

れることを踏まえ、暫定基準を前提とした対

応ではなく、計画的な改善に努めることが重

要です。

硝酸性窒素等 内湾に流入する地域の窒素・りん

パブコメの実施 ４／１９～５／２０ ５／１３～６／１４

改正省令の公布 ６月上旬 ７月上旬

改正省令の施行 ７月１日 １０月１日

暫定排水基準値
一般排水基準値

H５．１０～１０．９ H１０．１０～１５．９ H１５．１０～２０．９ H２０．１０～２５．９ 今回案H２５．１０～

窒素 ７００ ２６０ １９０ １９０ １７０ １２０

りん １００ ５０ ３０ ３０ ２５ １６

（表２）畜産農業にかかる暫定排水基準値（mg／ℓ）の推移

（表３）今後の予定（「排水基準を定める省令」改正スケジュール）



（表１）肥育牛補塡金の単価の算定 単位：円／頭
区 分 肉専用種 交 雑 種 乳 用 種

平均粗収益 A ８６７，７４９ ５３５，１８４ ３００，７６０
平均生産費 B ８５８，０７０ ５９２，５０３ ３８２，７６４
差額 C＝A－B ９，６７９ △ ５７，３１９ △ ８２，００４
補塡金単価 C╳ ０．８ ― ４５，８００ ６５，６００
注：１００円未満切り捨て

１．肉用牛肥育経営安定特別対策事業（新マルキン事業）の肥育牛補填金単価〔平成２５年３月〕

牛肉・稲わらからの暫定規制値等を超えるセシウム検出に関する緊急対応策のうち肥育経営の
支援対策として、肉用牛肥育経営安定特別対策事業の平成２４年度の補塡金について、肉用牛肥育
経営の資金繰りが改善されるまでの間、月ごとに支払う方式を継続します。
（独）農畜産業振興機構は、平成２５年３月に販売された交付対象の契約肥育牛に適用する肉用牛
肥育経営安定特別対策事業実施要綱第５の６の⑽のアの()アの肥育牛補塡金の単価については、表
１の通り公表しました。
また、補塡金の支払いは、５月下旬に行うこととしています。
なお、青森県、岩手県、宮城県、福島県、栃木県、茨城県、千葉県、長野県、新潟県、宮崎県、

熊本県および鹿児島県については、平成２５年３月に販売された生産者積立金の納付が免除された
交付対象の契約肥育牛に適用する肉用牛肥育経営安定特別対策事業実施要綱附則１０、１９および２２
の肥育牛補塡金の単価について、表２の通り公表しました。

（表２）肥育牛補塡金単価
（生産者積立金の納付が免除された交付対象の契約肥育牛）
肉専用種 交 雑 種 乳 用 種
― ３４，３００円 ４９，２００円

注：本事業は、新たな事業として基金の運営、管理を平成２２年４月から開始したことから、補塡金交付額に見
合う財源を確保できない場合、肉用牛肥育経営安定対策事業（マルキン事業）同様に、上記補塡金単価を
減額することがあります。

○ 肉用牛肥育経営安定特別対策事業実施要網（抜粋）
第５の６の⑽のアの()イ
県団体は、肥育安定基金の全額を取り崩してもなお支払うべき肥育牛補塡金の額に不足が生じる場

合は、理事長の承認を受けて、補塡金単価を減額することができるものとする。

各種補填金・交付金単価の公表について
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２．肉用子牛の平均売買価格及び生産者補給金交付単価〔平成２４年度第４四半期〕

農林水産省は、平成２５年４月１９日官報で、肉用子牛生産安定等特別措置法（昭和６３年法律第９８
号）に基づく肉用子牛生産者補給金制度の平成２４年度第４四半期（平成２５年１月から３月まで）
の平均売買価格及び補給金単価を表３の通り公表しました。

（表３）肉用子牛の平均売買価格及び補給金単価 単位：円／頭

黒毛和種 褐毛和種 その他の
肉専用種 乳用種 交雑種

保証基準価格 ３１０，０００ ２８５，０００ ２０４，０００ １１６，０００ １８１，０００
合理化目標価格 ２６８，０００ ２４７，０００ １４２，０００ ８３，０００ １３８，０００
２４年度
第４四半期

平均売買価格 ４５２，７００ ４０１，８００ １７０，８００ １０５，４００ ２４１，２００
補給金単価 ― ― ３３，２００ １０，６００ ―

３．肉用牛繁殖経営支援事業に係る四半期別品種区分別支援交付金単価〔平成２４年度第４四半期〕

（独）農畜産業振興機構は、平成２４年度第４四半期における販売又は自家保留された肉用子牛に
係る肉用牛繁殖経営支援事業実施要綱第３の４の⑴に規定する支援交付金の単価を表４の通り公
表しました。

（表４）肉用子牛の平均売買価格及び支援交付金単価 単位：円／頭
区 分 黒毛和種 褐毛和種 その他の肉専用種

①保証基準価格 ３１０，０００ ２８５，０００ ２０４，０００
②２４年度第４四半期平均売買価格 ４５２，７００ ４０１，８００ １７０，８００
③発動基準 ３８０，０００ ３５０，０００ ２５０，０００
④支援交付金単価
（③－②（②＜①の場合は①））�３／４ ― ― ３４，５００

注：１００円未満切り捨て

４．養豚経営安定対策事業の養豚補塡金単価〔平成２４年度第４四半期〕

（独）農畜産業振興機構は、平成２４年度第４四半期に販売された交付対象の事業対象肉豚に適用
する養豚経営安定対策事業実施要綱第４の２の⑺のアの養豚補塡金単価を表５の通り公表しまし
た。

（表５）養豚補塡金単価の算定
豚枝肉平均価格（平成２５年１月から３月の中央卸売市場及び
指定市場における「並」規格以上の重量加重平均価格） A 豚枝肉１kg当たり３９１円

保証基準価格 B 豚枝肉１kg当たり４６０円
保証基準価格と豚枝肉平均価格の差額 C＝B－A 豚枝肉１kg当たり６９円
１頭当たりの養豚補塡金単価 C╳０．８�７７kg
※１０円未満切り捨て

１頭当たり４，２５０円

注：確定は、第４四半期の生産者負担金の納付後となります。

2013.5.15 No.282 畜産会経営情報 Japan Livestock lndustry Association

15



90cm

200cm

OK

はじめに

開発のきっかけ

フットリフトのスペック

岐阜県大垣市の酪農家・臼井節雄さんが「飼料用米破砕機」（本誌・№２６９）に続く発明品
を開発しましたので紹介します。
牛の蹄病や削蹄の際の牛の保定をどのように行っていますか。何方向からもロープで縛っ

てという方法が多いかと思います。しかし、いざ治療しようと蹄を触ると、牛が嫌がり足を
動かすので治療がうまくできない。挙句の果てにロープが外れてしまうなんて経験はありま
せんか。
臼井さんが今回開発した「フットリフト」は、そんな心配がすべて解消される優れものです。

以前から、肢蹄の治療等をする場合に足をなかなか固定することが難しく、最後にはチェー
ンブロックまで準備して、大げさになってしまうことがしばしば。「何とか一人で簡単に肢
蹄の治療、巻き爪をなおすことはできないか」との思いから、今回の開発を思い立ったよう
です。１５年ほど前にもＶ字型保定器を考えたようですが実現しなかったため、再度、そのア
イデアから大幅に改良を加えて実現させました。

フットリフトの全容は写真１の
通りです。
フレームはＶ字型、先頭に移動

のための車輪が付けてあります。
フレームの高さは９０cm、長さは

台車の先までで２００cmです。
左右のフレームにはロープを通

すフックが３つ付いています。こ
の穴の位置で肢蹄の上げ方を調整
できます。
また、本体は折りたためるため、

ち

臼井さん家の発明品第２弾

蹄病治療・削蹄時の保定がラクラク「フットリフト」
一般社団法人 岐阜県畜産協会 原 健 治

（写真１）フットリフトの全容
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フットリフトの特徴

利用手順

ストール牛舎の狭いところでも持ち運ぶことができます。

①大型の保定器と異なり、運搬・移動も１人でできます。
②ストール牛舎で牛の移動をしなくても、ストールの後ろに運び込めます。
③ロープを通すフックが左右に３個付いていることから、牛の大きさにより、フックを選択
できます。また、肢蹄の上げ方を調整できます。

④Ｖ字フレームとしたことにより、肢蹄を上げた際に牛体（腰周辺部）がフレームで支えら
れ、牛体が安定します。

⑤下のフレームの高さは１０cmとし、削蹄師さんが爪を切り落とす際にフレームが邪魔になら
ないように配慮してあります。削蹄師さんが購入され、実際に利用されているようですが、
「削蹄作業が大幅にはかどる」との感想をいわれたとのことでした。
⑥実際にフットリフトを利用していただきましたが、１頭で運搬、設置、治療、後片付けま
で１５分ぐらいで終わることができました。

⑦一番の特徴は、安全に一連の作業を行うことができる事です。

詳しくは「ウスイプロジェクト」のホームページで動画を開示しておりますので、一度確
認してみてください。ホームページアドレス：http://usuiproject.com/product.html

（筆者：一般社団法人 岐阜県畜産協会 畜産指導部部長）

①フットリフトを牛の後ろ
に設置

②牛の肢蹄をロープで縛り、
ラチェットで巻き上げる

③フレームに固定された後肢
蹄底がしっかり見える

④後肢を持ちあげて、固定
している様子

⑦フットリフト前景
ラチェットと回転棒を
分離したところ

⑤ラチェットの拡大写真 ⑥横からみたフットリフト
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